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   Ｈ０４Ｎ   5/92    　　　Ｃ
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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月18日(2013.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
【図１】マネージドコピー（ＭＣ：Ｍａｎａｇｅｄ　Ｃｏｐｙ）システムの概要を説明す
る図である。
【図２】ユニット構成およびユニットキー管理テーブルについて説明する図である。
【図３】メディアのディレクトリ構成例について説明する図である。
【図４】管理サーバの管理によるコピー処理（ＭＣ（Ｍａｎａｇｅｄ　Ｃｏｐｙ））のシ
ーケンスについて説明する図である。
【図５】第１メディアの記録情報であるコピー制御管理ファイル（ＭＣＭＦ：Ｍａｎａｇ
ｅｄ　Ｃｏｐｙ　Ｍａｎｉｆｅｓｔ　Ｆｉｌｅ）の構成データについて説明する図である
。
【図６】コピー実行要求に含まれるデータの一例を示す図である。
【図７】サーバ応答情報（Ｏｆｆｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）１３１に含まれる基本情報に
ついて説明する図である。
【図８】コピー元となる第１メディア１１０からコピー先となる第２メディア１５０（ハ
ードディスク（ＨＤＤ））に対するコピー処理の例について説明する図である。
【図９】プレイリストファイルの構成例と利用例について説明する図である。
【図１０】プレイリストファイルの構成例と利用例について説明する図である。
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【図１１】アングル切り替え処理に適用するデータについて説明する図である。
【図１２】アングル切り替え処理に適用するデータについて説明する図である。
【図１３】プレイリストファイルのシンタクス（データ構造）について説明する図である
。
【図１４】プレイリストファイル内のプレイアイテム情報のシンタクス（データ構造）に
ついて説明する図である。
【図１５】クリップ情報ファイルのシンタクス（データ構造）について説明する図である
。
【図１６】クリップ情報ファイルのＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏについて説明する図である。
【図１７】クリップ情報ファイルのＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏのシンタクス（データ構造）
について説明する図である。
【図１８】クリップ情報ファイルのＣＰＩ（Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　Ｐｏｉｎｔ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のシンタクス（データ構造）について説明する図である。
【図１９】クリップ情報ファイルに含まれるＥＰマップについて説明する図である。
【図２０】クリップ情報ファイルに含まれるＥＰマップについて説明する図である。
【図２１】本発明の情報処理装置の実行するコンテンツコピー処理の詳細について説明す
る図である。
【図２２】本発明の情報処理装置の実行するデータ変換処理例について説明する図である
。
【図２３】本発明の情報処理装置の実行するデータ変換処理例について説明する図である
。
【図２４】本発明の情報処理装置の実行するコンテンツコピー処理の詳細について説明す
る図である。
【図２５】本発明の情報処理装置の実行するコピー処理シーケンスについて説明するフロ
ーチャートを示す図である。
【図２６】本発明の情報処理装置の実行するコピー処理シーケンスについて説明するフロ
ーチャートを示す図である。
【図２７】本発明の情報処理装置の実行するコピー処理シーケンスについて説明するフロ
ーチャートを示す図である。
【図２８】本発明の情報処理装置の実行するコピー処理シーケンスについて説明するフロ
ーチャートを示す図である。
【図２９】本発明の情報処理装置の実行するコピー処理シーケンスについて説明するフロ
ーチャートを示す図である。
【図３０】プレイリストファイルの更新処理例を示す図である。
【図３１】クリップ情報ファイルの更新処理例を示す図である。
【図３２】情報処理装置の構成例について説明する図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　ＭＫＢ（Ｍｅｄｉａ　Ｋｅｙ　Ｂｌｏｃｋ）について簡単に説明する。ＭＫＢはブロー
ドキャストエンクリプション方式の一態様として知られる木構造の鍵配信方式に基づいて
生成される暗号鍵ブロックである。ＭＫＢは有効なライセンスを持つユーザの情報処理装
置に格納されたデバイスキー［Ｋｄ］に基づく処理（復号）によってのみ、コンテンツの
復号に必要な鍵であるメディアキー［Ｋｍ］の取得を可能とした鍵情報ブロックである。
これはいわゆる階層型木構造に従った情報配信方式を適用したものであり、ユーザデバイ
ス（情報処理装置）が有効なライセンスを持つ場合にのみ、メディアキー［Ｋｍ］の取得
を可能とし、無効化（リボーク処理）されたユーザデバイスにおいては、メディアキー［
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Ｋｍ］の取得が不可能となる。図４に示す情報処理装置１２０のメモリには、デバイスキ
ー［Ｋｄ］が格納されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　図８の左側に示す第１メディア１１０のディレクトリから太線で示されたファイルが選
択されてコピーされた例を示している。すなわち、
　プレイリストファイル（ＰＬＡＹＬＩＳＴ）：００００１．ｍｐｌｓ、
　クリップ情報ファイル（ＣＬＩＰＩＮＦ）：０００１１．ｃｌｐｉ、０００１２．ｃｌ
ｐｉ
　ＡＶストリームファイル：００１１．ｍ２ｔｓ、００１２ｍ．２ｔｓ
　これらのファイルが選択されてコピーされる。
　このように例えばあるコピー処理に際しては、インデックスファイルやムービーオブジ
ェクトファイル等の管理情報ファイルのコピーは行われず、プレイリストファイル～ＡＶ
ストリームファイルのみが記録される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
　アングル＃３の再生区間を３つに区分するとき、プレイリスト＃３は、各再生区間ｃ１
，ｃ２，およびｃ３に対応して、３つのプレイアイテムで構成され、それぞれの再生区間
ｃ１，ｃ２，およびｃ３に対応するＣｌｉｐ＃３のＡＶストリームデータがＣ１，Ｃ２，
およびＣ３とされる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
　このような設定の場合、ＡＶストリームファイル＃１～＃３の各々に対応するクリップ
情報ファイル＃１～＃３に記録されるＥＰマップは図１２に示すＥＰマップ１８１～１８
３に示すデータを含むＥＰマップとなる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７０】
　図２１に示す例では、２つのストリームデータ（００００１．ｍ２ｔｓ、００００３．
ｍ２ｔｓ）はマルチアングル対応データである。
　これらのデータ再生区間には、アングル＃１の他、図に示す（ａ２）アングル＃２と、
（ａ３）アングル＃３の計３つのアングルのストリームデータが設定され、ユーザはこれ
らのアングル＃１～＃３の３つのアングルから任意のアングルデータを選択して再生する
ことができる。
　なお、図２１にはアングル＃１に対応する制御情報ファイルのみを（ｂ１）に示してい
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るが、（ａ２）アングル＃２のストリームデータや、（ａ３）アングル＃３のストリーム
データに対応する制御情報ファイル（プレイリストファイル、クリップ情報ファイル）も
それぞれ存在する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７９】
　（２）ビデオ圧縮率の変換とは、例えば第１メディアに格納されたコピー元データの符
号化フォーマットもコピー先である第２メディアに記録するデータの符号化形式も同じ、
例えばていずれもＡＶＣＨＤフォーマットであるが、圧縮率を変更している例である。
　具体的には、コピー元データが最大２５Ｍｂｐｓ、平均２０Ｍｂｐｓのビデオストリー
ムデータによって構成されているデータについて、コピー先データを最大１５Ｍｂｐｓ、
平均１０Ｍｂｐｓの設定に低下させるものである。この処理は例えば画質を多少落とした
コピーデータを生成して記録するといった処理に相当する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８３】
　なお、図２３（ａ）に示す（ａ）変換前データ（コピー元データ（第１メディア記録コ
ンテンツ））は、例えば、図２１に示すマルチアングルコンテンツのクリップＡＶストリ
ーム＃１中のストリームデータ（００００１．ｍ２ｔｓ）の詳細構成に対応する。
　このストリームデータ（００００１．ｍ２ｔｓ）をコピー処理に際して変換した結果が
、（ｂ）変換後データ（コピー先データ（第２メディア記録コンテンツ））であり、これ
が第２メディアにコピーデータとして記録されるデータに相当する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８５】
　これに対して、図２３（ｂ）に示す、
　（ｂ）変換後データ（コピー先データ（第２メディア記録コンテンツ））は、
　１つのビデオストリーム（Ｖｉｄｅｏ）
　１つのオーディオストリーム（Ａｕｄｉｏ）
　１つのプレゼンテーショングラフィックスデータストリーム（ＰＧ＃１）
　これらのストリームデータによって構成されている。
　なお、（ａ）変換前データと（ｂ）変換後データは符号化形式も異なっている場合があ
る。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９６】
　図に示す例では、２つのストリームデータ（００００１．ｍ２ｔｓ、００００３．ｍ２
ｔｓ）はマルチアングル対応データである。
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　これらのデータ再生区間には、アングル＃１の他、図に示す（ａ２）アングル＃２と、
（ａ３）アングル＃３の計３つのアングルのストリームデータが設定され、ユーザはこれ
らのアングル＃１～＃３の３つのアングルから任意のアングルデータを選択して再生する
ことができる。
　なお、図２４には、図２１と同様、アングル＃１に対応する制御情報ファイルのみを（
ｂ１）に示しているが、（ａ２）アングル＃２のストリームデータや、（ａ３）アングル
＃３のストリームデータに対応する制御情報ファイル（プレイリストファイル、クリップ
情報ファイル）もそれぞれ存在する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０１】
　本発明の情報処理装置のデータ処理部は、ストリームデータ００００１．ｍ２ｔｓの先
頭のパケットのＳＰＮ変更に併せて、このストリームデータ００００１．ｍ２ｔｓに対応
するクリップ情報ファイルのＥＰマップの登録情報を変更する。
　本発明の情報処理装置のデータ処理部は、データ変換部の生成した変換データに基づい
て、アングル切り替えポイントに対応するパケットの位置情報を取得し、コピー対象デー
タに含まれる再生制御情報ファイル（クリップ情報ファイル）のＥＰマップに記録された
変換前データのアングル切り替えポイント位置情報を、変換後データのアングル切り替え
ポイント位置情報に変更する再生制御情報ファイルの更新処理を実行する。すなわち、図
２４（ｂ１）の中央に示すクリップ情報ファイルに記録されたＥＰマップの登録情報であ
るＳＰＮ＝ＸをＳＰＮ＝Ｎに書き換える処理を行う。
　なお、再生時間情報であるＰＴＳ（プレゼンテーションタイムスタンプ）はデータ変換
前も変更後も同一であり、変更されない。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０６】
　本発明の情報処理装置のデータ変換部は、例えばコピー元データがＭＰＥＧ－２フォー
マットデータであり、変換後のコピーデータが、ＭＰＥＧ－４ＡＶＣやＡＶＣＨＤフォー
マット等のＡＶＣフォーマットである場合、アングル切り替えポイントのパケットにある
クローズドＧＯＰ（Ｃｌｏｓｅｄ　ＧＯＰ）の先頭Ｉピクチャを、ＡＶＣフォーマットに
おけるＩＤＲピクチャに設定して符号化処理を実行する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２３】
　変換処理対象がビデオデータである場合は、ステップＳ１１５に進む。
　ステップＳ１１５では、変換処理対象であるビデオデータがマルチアングルコンテンツ
であるか否かを判定する。この判定処理は、例えばプレイリストファイルのプレイアイテ
ム情報、あるいはクリップ情報ファイルを参照して実行する。
　先に図１４や、図２１（ｂ１）を参照して説明したプレイリストファイルのプレイアイ
テム情報中のマルチアングルコンテンツ識別フィールドに設定されたフラグ（ｉｓ＿＿ｓ
ｅａｍｌｅｓｓ＿ｍｕｌｔｉ＿ａｎｇｌｅ）を参照して判定する。（ｉｓ＿＿ｓｅａｍｌ
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ｅｓｓ＿ｍｕｌｔｉ＿ａｎｇｌｅ＝＝１）であれば、このプレイアイテムの指定するコン
テンツはマルチアングルコンテンツである。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２９】
　データ変換部（トランスコーダ）に提供するアングル切り替えポイントのＩピクチャ情
報は、クリップ情報ファイル（ＣｌｉｐＩｎｆｏ）のＥＰマップの登録情報である。
　ＥＰマップには、例えば図２１（ｂ１）の中央のクリップ情報ファイルに示すように、
ランダムアクセス可能なパケット位置情報における再生時間情報としてのタイムスタンプ
（ＰＴＳ：プレゼンテーションタイムスタンプ）と、パケット位置を示すソースパケット
ナンバー（ＳＰＮ）との対応データを登録している。
　さらに、アングル切り替えポイントの登録情報である場合は、アングル切り替えポイン
トであることを示すフラグ［ｉｓ＿ａｎｇｌｅ＿ｃｈａｎｇｅ＿ｐｏｉｎｔ＝＝１］が設
定されている。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３８】
　ステップＳ１７２において、データ処理部は、計算されたＧＯＰ先頭のソースパケット
ナンバー（ＳＰＮ）をＥＰマップ（ＥＰ＿ｍａｐ）に記録する。
　この処理は、例えば先に図２４を参照して説明した処理に対応する。図２４に示すスト
リームデータ００００１．ｍ２ｔｓの先頭のパケットのＳＰＮ変更に併せて、このストリ
ームデータ００００１．ｍ２ｔｓに対応するクリップ情報ファイルのＥＰマップの登録情
報を変更する。すなわち、図２４（ｂ１）の中央に示すクリップ情報ファイルに記録され
たＥＰマップの登録情報であるＳＰＮ＝ＸをＳＰＮ＝Ｎに書き換える処理を行う。このよ
うに、本発明の情報処理装置のデータ処理部は、データ変換部の生成した変換データに基
づいて、アングル切り替えポイントに対応するパケットの位置情報を取得し、コピー対象
データに含まれる再生制御情報ファイル（クリップ情報ファイル）のＥＰマップに記録さ
れた変換前データのアングル切り替えポイント位置情報を、変換後データのアングル切り
替えポイント位置情報に変更する再生制御情報ファイルの更新処理を実行する。なお、再
生時間情報であるＰＴＳ（プレゼンテーションタイムスタンプ）はデータ変換前も変更後
も同一であり、変更されない。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４３】
　プレイリストファイルとクリップ情報ファイルの更新処理例について、図３０、図３１
を参照して説明する。
　図３０は、プレイリストファイルの更新処理例を示す図である。
　図３１は、クリップ情報ファイルの更新処理例を示す図である。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４４】
　まず、図３０を参照してプレイリストファイルの更新処理例について説明する。
　図３０に示す例は、プレイリストファイルに設定されたサプパス情報（ＳｕｂＰａｔｈ
（））を削除する例である。例えば日本語音声としてのオーディオ（１）と英語音声とし
てのオーディオ（２）が設定されている構成で、英語音声としてのオーディオ（２）をコ
ピー対象としないで削除する場合、この英語音声としてのオーディオ（２）のオーディオ
ストリームの指定情報として利用されるサブパスが削除される。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４５】
　このように、コピー元の第１メディアに記録されたプレイリストファイル（＝図３０に
示す（１）更新前プレイリスト）を第２メディアにコピーする際に、削除したサブパス対
応のクリップＡＶストリームがある場合は、その削除したクリップＡＶストリームの指定
情報として利用されていたサプパス情報（ＳｕｂＰａｔｈ（））を削除する。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４６】
　この削除処理よって、図３０に示す（２）更新後プレイリストを作成する。この更新さ
れたプレイリストファイルが、コピー先としての第２メディアに記録される。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４７】
　図３１は、クリップ情報ファイルの更新処理例を示す図である。クリップ情報ファイル
は、再生対象データであるクリップＡＶストリームに対応する再生情報等を記録したファ
イルであり、データ削除処理や変換処理後のクリップＡＶストリームデータに従った記録
データに変更する処理を行う。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４８】
　具体的には、図３１に示すようなデータ変更を行う。すなわち、
　ＴＳ＿ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ＿ｒａｔｅ：データ変換（Ｔｒａｎｓｃｏｄｅ）後のビット
レートに変更する。
　ｎｕｍｂｅｒ＿ｏｆ＿ｓｏｕｒｃｅ＿ｐａｃｋｅｔｓ：データ変換（Ｔｒａｎｓｃｏｄ
ｅ）後のパケット総数に変更する。
　ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）：データ変換（Ｔｒａｎｓｃｏｄｅ）後にトランスポート
ストリーム（ＴＳ）に含まれているストリームの情報に合わせる変更処理を行う。
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　ｎｕｍｂｅｒ＿ｏｆ＿ｓｔｒｅａｍ＿ｉｎ＿ｐｓ：データ変換（Ｔｒａｎｓｃｏｄｅ）
後のストリーム数に変更する。
　ＰＩＤ，ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）：データ変換（Ｔｒａｎｓｃｏｄｅ）
後のストリームに合わせた情報に変更する。なお、削除したストリームの情報は削除する
。
　ＥＰマップのＳＰＮ：データ変換（Ｔｒａｎｓｃｏｄｅ）後のパケット番号に変更する
。
　例えばこれらの変更処理を伴うクリップ情報ファイルの更新処理を実行する。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５２】
　すなわち、クリップ情報ファイルに記録されるＥＰマップの登録情報には、アングル切
り替えポイントのＰＴＳ／ＳＰＮデータが変換後のクリップＡＶストリームの構成に対応
した正しい設定となる。
　またクリップＡＶストリーム中のアングル切り替えポイントの先頭ピクチャは、クロー
ズドＧＯＰの先頭Ｉピクチャ、またしＩＤＲピクチャとして設定され、スムーズな復号、
再生可能なピクチャとして設定されることになる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５５】
　情報処理装置１２０は、図２３に示すように、データ処理部（制御部）５０１、通信部
５０２、入力部５０３、出力部５０４、メモリ５０５、第１メディアインタフェース５０
６、第２メディアインタフェース５０７、データ変換部（トランスコーダ）５２１を有す
る。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５６】
　データ処理部５０１は、様々なデータ処理プログラムを実行するプログラム実行機能を
持つＣＰＵ等によって構成される。例えばデータ記録再生処理の他、前述の各フローチャ
ートに従ったコピー処理に伴う様々な処理を実行する。さらに通信部５０２を介した管理
サーバ１４０との通信処理など、装置の実行する処理全般の制御を行う。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正２６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２６】
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